
H I G A S H I  C H I C H I B U

一年の無病息災を祈って・・・
埼玉県無形民俗文化財「神送り」が
　　　　　　　　　晴天と春風のなか行われました

（５月１２日白石地区）

６
2019年６月１日

NO. 544

「わしのちゃん」



　二本木峠では、５月５日（日）の山開きに
合わせ、「山ツツジ歓笑祭」が開催されました。
当日は多くの方々が訪れ、ステージの催し物
や山ツツジに包まれた風景を堪能されている
様子でした。

　スイートハートの
皆さんによるフラダ
ンスの演舞は、衣装
の花と山ツツジが
マッチしていて会場
をより彩り華やかに
してくれました。ま
た、パロディ倶楽部
の皆さんのコミカル
な演奏が笑いの花も

咲かせてくれました。太鼓演奏、バンド演奏、その他いろいろ
な演目が風景とともに訪れた皆さんの心に残ったようです。
　真っ赤に咲いた山ツツジは、見つめると目を閉じてもなおま
ぶたの裏に映り込むような印象的な花です。二本木峠では毎年
山開きのタイミングに合わせるように咲いてくれます。
　今年を逃した方は、ぜひ来年お越しください！

　鬼太鼓座の皆
さんは、オリジ
ナルのカフェを
開いて、スコー
ン や コ ー ヒ ー、
ケバブやポップ
コーンなどを振
舞ってくれました。また、校庭にて布団たたきを使った太鼓演奏や、
大きなけん玉を使ったパフォーマンスなどを披露していただき、子
どもから大人まで大いに楽しめたようです。

　４月１３日（土）に、旧白石分校において、旧分校を合
宿所にしている「鬼太鼓座」の皆さんが「分校まつり」を
開催しました。当日は晴天に恵まれ、春風のなか山々に轟
く太鼓の音が景色を作っていました。

今月も心ホカホカ花いっぱい
分校まつりに神送り、白石が目白押し！
二本木峠の山ツツジも負けてはいません！！

　５月１２日（日）、白石地区の伝統「神送り」が行
われました。神送りは、厄病払・かぜの神送りとし
て江戸時代中期に伝承され、１年間の無病息災を願
う、県の無形民俗文化財に指定されている行事です。

　心地よい初夏を思わせる陽気の
中、大人たちが中心となって様々
な厄病を書いた旗を持ち、字境ま
で行列を作りました。子どもも数
人参加し、小さい子にはちょっと
重たい旗を一生懸命持ち、みごと
最後まで歩くことができました。
　今年は、昨年と比べ、行列を作

る子どもの数がかなり減少してしまいました。神送りは、後世に伝えるべき重要な民俗風
習の一つです。他自治体より少子高齢化が深刻化している本村では、村の伝統を残してい
くことが、今後の課題となっています。
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【内容紹介】　
　３年ごとに開催される芳ヶ江国際ピアノコンクール。「ここを
制した者は世界最高峰の S 国際ピアノコンクールで優勝する」ジ
ンクスがあり近年、覇者である新たな才能の出現は音楽界の事件
となっていた。ピアニストになることから逃げてきた元天才少女・
栄伝亜夜、妻子を持ちながらも夢を諦めきれない高島明石、名門
音楽院に在籍するマサル・C・レヴィ・アナトール、世界最高峰
のピアニストから推薦状を受け取った謎の少年・風間塵。
彼ら以外にも数多の天才たちが繰り広げる競争という
名の自らとの闘い。
第 1 次から 3 次予選そして本選を勝ち抜き優勝する
のは誰なのか ?

～　今月のおすすめ本　～
「蜜蜂と遠雷」
　恩田　陸・著

図書館からのお知らせ

　６月１日現在、村内で発注されて
いる道路工事等です。ご迷惑をおか
けいたしますが、ご理解ご協力をお
願いいたします。

土木工事等のお知らせ 世帯と人口　４月中の人口動態
世　帯 １，０７９ 転　入 ８ 転　出 ８
人　口 ２, ７８５ 出　生 ０ 死　亡 ５

男 １，４１０ ※世帯と人口は５月１日現在、
　その他は４月中の動きです。女 １，３７５

村の催し物の紹介……………………………………… 　２
もくじ…………………………………………………… 　３
新議会構成決定…………………………………………… ４
議会報告・寄附………………………………………… 　５
地籍調査のお知らせ…………………………………… 　６
全国瞬時警報システム訓練の実施…………………… 　７
各課からのお知らせ………………………………… ８～９
みんなのページ………………………………………… １０
特集コーナー…………………………………………… １１
お知らせコーナー……………………………… １２～１３
各種事業のお知らせ…………………………… １４～１５
村トピ…………………………………………………… １６

もくじ

県発注工事等
・社会資本整備総合交付金
　　　（維持）工事（道路照明灯更新）

【安戸・皆谷地内】
・舗装指定工事（坂本工区）・
　　　　　　　　橋りょう修繕工事

（高砂橋外修繕工）合併
【坂本・白石地区】

村発注工事等
・村道２－５号（小安戸）

線舗装修繕工事【皆谷地内】
・村道２－１０号（大宝）

線舗装修繕工事【大内沢地内】
・村道２－１１号（居用）

線舗装修繕工事【大内沢地内】

問合せ　
　　産業建設課　☎８２－１２２２

東秩父村教育委員会開催のお知らせ
　東秩父村教育委員会を下記日程で開催します。

記
日　時　６月２１日（金）午前１０時～　　場　所　役場新会議室
問合せ　教育委員会事務局　☎８２－１２３０
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新議会構成決定
議　長　田中　秀雄　氏
副議長　高野　貞宜　氏

　

村
民
の
皆
さ
ま
に
は
日
頃
よ
り
東

秩
父
村
議
会
に
対
し
、
ご
理
解
と
ご

協
力
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
こ
と

に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

こ
の
度
、
４
月
の
臨
時
議
会
に
お

い
て
議
員
の
皆
さ
ま
の
ご
推
薦
を
い

た
だ
き
、
議
会
議
長
の
要
職
に
つ
か

せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
、
身
に

余
る
光
栄
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の

責
務
の
重
大
さ
を
痛
感
し
て
お
り
ま

す
。
皆
さ
ま
の
変
わ
ら
ぬ
お
力
添
え

を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
誠
心
誠
意
、

東
秩
父
村
の
た
め
に
最
善
の
努
力
を

し
て
ゆ
く
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
の

で
、
な
お
一
層
の
ご
支
援
を
賜
り
ま

す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

東
秩
父
村
は
自
然
豊
か
で
あ
り
な

が
ら
、
都
心
に
も
近
く
、
花
は
春
の

花
桃
に
は
じ
ま
り
白
石
の
紫
陽
花
ま

で
数
多
く
が
咲
き
乱
れ
、
来
村
さ
れ

た
方
に
よ
り
ま
す
と
、
自
然
は
美
し

く
、
人
情
に
厚
い
、
魅
力
あ
ふ
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
、
と
よ
く
言
わ
れ
ま

す
。
美
し
い
自
然
と
厚
い
人
情
を
村

の
観
光
資
源
の
一
つ
と
し
て
、
今
後

積
極
的
に
取
り
上
げ
、
埼
玉
県
唯
一

の
村
と
し
て
邁
進
し
て
い
き
た
い
と

考
え
ま
す
。

　

し
か
し
、
本
村
に
は
ま
だ
課
題
が

山
積
し
て
お
り
ま
す
。
私
ど
も
議
会

で
は
子
育
て
支
援
、
学
校
教
育
、
高

齢
者
福
祉
、
人
口
減
少
問
題
な
ど
、

未
来
を
見
据
え
た
多
く
の
事
業
に
取

り
組
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

こ
う
し
た
課
題
を
一
つ
一
つ
解
決

し
て
い
き
、
未
来
に
向
け
住
み
よ
く

美
し
い
人
情
あ
ふ
れ
る
東
秩
父
村
に

な
る
よ
う
議
員
一
同
努
め
て
い
く
所

存
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

今
後
と
も
、
皆
さ
ま
の
変
わ
ら
ぬ

ご
支
援
、
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う

お
願
い
を
申
し
上
げ
、
就
任
の
ご
挨

拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

議
長
就
任
に
あ
た
っ
て

東
秩
父
村
議
会
議
長
　
田  

中  

秀  

雄
　
４
月
22
日
の
議
会
臨
時
会
に
お
い
て
、田
中
秀
雄
議
員
が
議
長
に
、

高
野
貞
宜
議
員
が
副
議
長
に
選
出
さ
れ
、
同
日
就
任
さ
れ
ま
し
た
。

　
田
中
議
長
は
当
選
２
回
で
、
そ
の
間
、
副
議
長
を
は
じ
め
、
議
会

運
営
委
員
会
委
員
長
や
総
務
産
業
常
任
委
員
会
委
員
を
歴
任
さ
れ
ま

し
た
。
高
野
議
員
は
当
選
３
回
で
、
議
長
を
は
じ
め
、
議
会
運
営
委

員
会
委
員
長
や
文
教
厚
生
常
任
委
員
会
委
員
長
を
歴
任
さ
れ
ま
し

た
。

　
な
お
、
各
種
委
員
会
等
の
所
属
議
員
も
決
定
し
ま
し
た
の
で
、
新

議
会
構
成
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

東秩父村議会議員所属役職
（敬称略、氏名の◎印は委員長、〇は副委員長です）

議　長　田中　秀雄　　　　　　　　　◆小川地区衛生組合議会議員
副議長　高野　貞宜　　　　　　　　　　田中　秀雄　　高野　貞宜
◆議会運営委員会委員　　　　　　　　◆埼玉中部資源循環組合議会議員
◎福島　重次　〇野口　勝則　　　　　　田中　秀雄　　百瀬　浩子
松澤　公一　　　　　　　　　　　　◆東秩父村水道審議会委員

◆総務産業常任委員会委員　　　　　　　田中　秀雄　　高野　貞宜
◎野口　勝則　〇松澤　公一　　　　　　野口　勝則　　松澤　公一
　田中　秀雄　　福島　重次　　　　　　福島　重次
◆文教厚生常任委員会委員　　　　　　◆東秩父村消防審議会委員
◎松澤　公一　〇百瀬　浩子　　　　　　田中　秀雄　　高野　貞宜
　高野　貞宜　　渡邉　　均　　　　　　野口　勝則　　福島　重次
◆監査委員　　　　　　　　　　　　　◆東秩父村国保協議会委員
　渡邉　　均　　　　　　　　　　　　　高野　貞宜　　松澤　公一
◆比企広域市町村圏組合議会議員　　　　野口　勝則
　田中　秀雄　　野口　勝則
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４
月
村
議
会
臨
時
会
報
告

　
村
議
会
臨
時
会
が
４
月
22
日
に
開
か
れ
、
条
例
改
正
等
４
議
案
が
審
議

さ
れ
、
い
ず
れ
の
議
案
も
原
案
ど
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ

い
て
）

（
内
容
）
地
方
税
法
施
行
令
等
の
一

部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
31
年
政

令
第
87
号
）
が
、
平
成
31
年
３
月
29

日
に
公
布
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
東

秩
父
村
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
必
要
が
生
じ
た
の

で
、
専
決
処
分
を
行
い
、
そ
の
承
認

を
求
め
る
も
の
で
す
。

◆
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と

に
つ
い
て

（
東
秩
父
村
介
護
保
険
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て
）

（
内
容
）
介
護
保
険
法
施
行
令
及
び

介
護
保
険
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等

に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る

政
令（
平
成
31
年
政
令
第
１
１
８
号
）

が
、
平
成
31
年
３
月
29
日
に
公
布
さ

れ
た
こ
と
に
伴
い
、
東
秩
父
村
介
護

保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要

が
生
じ
た
の
で
、専
決
処
分
を
行
い
、

そ
の
承
認
を
求
め
る
も
の
で
す
。

ご
寄
附
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

【
社
会
福
祉
協
議
会
】

　

槻
川
中
学
校
昭
和
24
年
度
卒
業
生
の
皆
さ
ま
よ
り

１
万
８
７
７
５
円
を
ご
寄
附
い
た
だ
き
ま
し
た
。

東秩父村ふるさと応援寄附金の受納状況について
　平成３０年１１月からインターネットを活用したふるさと応援寄附金の受付をしたことにより、下記のとおりとな
りました。
　ふるさと応援寄附金の返礼品を取り扱う事業者を随時募集しております。インターネットを利用し、ご自分が制作
したものや栽培したもの等を返礼品（商品）として取り扱うことができ、収益を見込むことができます。ただし、返
礼品として取り扱うには、一定の制限がございますので、ご希望のある方は、下記までお問合せください。

年　度

ふるさと応援寄附金
窓口や郵便振込等

からの納付
インターネット

からの納付 合　計

件数 金　額 件数 金　額 件数 金　額

平成 30 年度 件
15

円
400,000

件
18

円
552,000

件
33

円
952,000

平成 29 年度 15 486,843 0 0 15 486,843
平成 28 年度 11 542,000 0 0 11 542,000
平成 27 年度 2 60,000 0 0 2 60,000
平成 26 年度 6 250,000 0 0 6 250,000
平成 25 年度 0 0 0 0 0 0
平成 24年度 0 0 0 0 0 0
平成 23年度 0 0 0 0 0 0
平成 22年度 1 30,000 0 0 1 30,000
平成 21年度 1 500,000 0 0 1 500,000
平成 20年度 0 0 0 0 0 0
合　計 51 2,268,843 18 552,000 69 2,820,843

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問合せ
企画財政課　地域政策担当　☎８２－１２５４（直通）

特別養護老人ホーム
「つきがわ」

　心のこもったおもてなし
でお待ちしています

＊入所説明会
日　時　６月９日（日）午前１０時～　
場　所　特別養護老人ホーム
　　　　　　　　つきがわ地域交流室

＊職場説明会
・介護職員、看護職員、調理員他募集中です。
日　時　６月１８日（火）午前１０時～
　　　　６月２３日（日）午前１０時～
場　所　特別養護老人ホーム
　　　　　　　　つきがわ地域交流室 問合せ先　社会福祉法人太陽の会

　　☎ 81-2424・☎ 070-3982-8513

　
　
補
正
予
算

◆
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

（
内
容
）
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に

そ
れ
ぞ
れ
38
万
６
０
０
０
円
を
追

加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を

20
億
３
４
３
８
万
６
０
０
０
円
と
す

る
も
の
で
す
。

　
　
条
例
改
正
等

◆
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と

に
つ
い
て

（
東
秩
父
村
税
条
例
等
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て
）

（
内
容
）
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
平
成
31
年
法
律
第
２

号
）
が
、
平
成
31
年
３
月
29
日
に
公

布
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
東
秩
父
村

税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要

が
生
じ
た
の
で
、専
決
処
分
を
行
い
、

そ
の
承
認
を
求
め
る
も
の
で
す
。

◆
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と

に
つ
い
て

（
東
秩
父
村
国
民
健
康
保
険
税
条
例
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地籍調査事業のお知らせ
～杭を残して悔い残さず～

　東秩父村では、平成２８年度から３２年間の計画で地籍調査をスタートしました。地籍調査は、国土調査法に基づ
き村が主体となって実施します。皆さんのご理解ご協力をお願いします。

どうして地籍調査をするの？
　現在登記所に備え付けられている地図（公図）の大半は、
明治初期の地租改正で作られたものを基礎にしたもので、
土地の境界が不明確であったり、測量も不正確であった
りすることがあります。
　そこで、土地に関するあらゆる行為の基礎になる土地
の戸籍を現状にあった正確なものにするため、この調査
を実施する必要があります。

地籍調査のメリットとは？
①境界の位置が不明になっても正確に復元することがで

きますので土地に関するトラブルを未然に防止するこ
とができます。

②土地の形状や面積が現状にあった正確なものになりま
す。

③災害等の後でも、基の境界位置が容易に確認でき、迅
速な復旧に役立ちます。

④固定資産税の課税が適正に行われます。
⑤土地取引が円滑に行えます。
　皆さんの貴重な土地（財産）を正確に調査、測量し記
録保存することにより、土地に関するトラブルを未然に
防止するとともに、災害復旧に役立てようと行うのが地
籍調査です。未来に「安心」をもたらす大切な事業です。
　調査に伴う住民の皆さんの費用負担はありません。皆
さんのご理解ご協力をお願いします。

調査の流れ
　１つの地区を概ね３年かけて行います。
・１年目　調査地区の調査資料等収集、住民への周知、推進員の選出
・２年目　一筆地調査（所有者との立会い）、一筆地測量、基準点測量
・３年目　地籍図・地籍簿の作成、成果の閲覧、登記所へ送付
※あくまで目安です。

調査地区について
　調査地区の予定は、下記のとおりとなります。
　安戸２については、昨年度の調査の結果を閲覧していただく予定です。閲覧日については、土地所有者の皆さんに
お知らせをお送りいたします。
　安戸３については、平成３１（令和元）年度に一筆地調査を予定しています。調査区域の土地所有者の皆さんには
現地境界確認等の様々なご協力をお願いすることとなりますが、説明会を開催して説明させていただきます。
　安戸４については、調査地区の調査資料等の収集をさせていただきます。
　また、村職員等が事前調査で仮杭の設置、支障雑木枝などの伐採、土地への立ち入りを国土調査法に定める範囲内
で行いますのでご理解ご協力をお願いします。

開始年度 名　称 大　字 小　　字
平成２９年度 安戸２ 安戸 帯沢、小妻、松木平、下川原、向山

平成３０年度 安戸３ 安戸 東町、小瀬田、町北、町南、梅の岡、大久保、春藤、宮ノ下、宮ヶ井戸、
大都、寺岡、川原田

平成３１年度
（令和元年） 安戸４ 安戸 藤久保、大田山、鳶岩、日影山、峠ノ下

令和２年度 御堂１ 御堂 槻川東、槻川南、槻川西、半場、槻川南谷、槻川東谷
令和３年度 御堂２ 御堂 山支平、鈴木山、槻川西谷

問合せ　　産業建設課　地籍担当　☎８２－１２２２
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全国瞬時警報システム訓練の実施のお知らせ
　６月１８日（火）午前１０時頃、屋外スピーカーより緊急地震速報が放送されます。災害とお間違いのないようご
注意ください。
　放送内容は以下のとおりです。

「（上り４音チャイム）只今から訓練放送を行います。
［緊急地震速報チャイム音　

　　　　緊急地震速報。大地震（おおじしん）です。大地震です。これは訓練放送です。］×３回
これで訓練放送を終わります。（下り４音チャイム）」

　また、合わせてタブレット型端末で「安否確認及び被害状況について」の訓練も実施いたしますのでご協力をお願
いします。
　アンケート機能の回答手順は以下のとおりです。※ 訓練であるため想定で回答をお願いします。
１．チャイムが鳴り、設問１の画面が表示されます。
①当てはまる文字をタッチすると○内が緑色になります。
②右下の「次の設問へ」をタッチしてください。

２．設問２の画面が表示されます。
③当てはまる文字をタッチすると○内が緑色になります。
④右下の「次の設問へ」をタッチしてください。

３．設問３の画面が表示されます。
⑤当てはまる文字をタッチすると○内が緑色になります。
⑥右下の「次の設問へ」をタッチしてください。

４．アンケート確認画面が表示されます。
⑦ 表示されている３問の回答でよろしければ、右下の「回答を送る」

をタッチしてください。
⑧ 表示されている３問の回答を訂正する場合は、左下の「回答し直す」

をタッチしください。
　なお、「回答を送る」をタッチするとやり直しができません。

５．アンケート完了画面が表示されます。
⑨ 「確認しました」をタッチするとトップ画面になりアンケートにつ

いては終了です。

　いざ、災害が起こった場合、タブレット型端末のア
ンケート機能を使用して、ある程度の状況を把握する
ことを想定しています。
　詳細な状況については職員が現地確認したり、行政
区長等を通して確認することになります。

問合せ
　　　総務課　防災担当
　　　☎８２－１２２１

２

３

４

５

１
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非常勤職員の募集（城山保育園）
　東秩父村立城山保育園における保育の充実を図るため、令和元
年７月１日より非常勤職員を募集します。

登録条件　職務遂行に支障のない良好な状態であること
資格要件　保育士資格を有する方
登録手続　（１）応募書類

東秩父村臨時職員登録申請書
（東秩父村役場総務課に備え付けてあります）

　　　　　（２）書類提出方法
① 所定の申請書に必要事項を記入し、東秩父村

役場総務課へ提出してください。
② 郵送の場合は、封筒の表に「臨時職員登録申

請書」と朱書きしてください。
業務内容　保育業務一般　調理員補助、園内清掃
賃　　金　基本賃金　１７０，０００円（月額）
　　　　　特別賃金　 東秩父村非常勤職員等取扱細則第５号の規

定による。
　　　　　通勤手当相当額：正規職員の例により別途支給
勤務時間　基本：午前８時３０分～午後５時１５分まで
　　　　　　　　（休憩６０分含む）
　　　　　※シフト勤務あり
　　　　　　早番勤務：午前７時３０分～午後４時１５分まで
　　　　　　遅番勤務：午前９時４５分～午後６時３０分まで
採用人数　１名
就業場所　東秩父村立城山保育園　
　　　　　住所：東秩父村大字御堂１６－１
雇用期間　令和元年７月１日～令和２年３月３１日まで
選考方法　書類選考および面接
受付期間　令和元年６月３日（月）～２１日（金）
　　　　　午前８時３０～午後５時１５分（土日を除く）必着
提出・問合せ　総務課　☎８２－１２２１

臨時職員の募集（和紙の子児童クラブ）
　和紙の子児童クラブでは、児童の夏休み期間
中、臨時職員を募集します。

登録条件　 職務遂行に支障がない良好な健康状
態であること。

登録手続
（１）応募書類

東秩父村臨時職員登録申請書
（東秩父村役場総務課に備え付けてあります。）

（２）書類提出方法
① 所定の申請書に必要事項を記入し、東

秩父村役場総務課へ提出してください。
② 郵送の場合は、封筒の表に「臨時職員

登録申請書」と朱書きしてください。
職　　種　学童補助員
勤務条件　○午前８時～午後１時／
　　　　　　　　午後１時～６時　※シフト制
　　　　　○勤務日等は採用時要相談
　　　　　○学童保育業務（支援員補助等）
賃　　金　９１０円（時給）
　　　　　通勤手当相当額：別途支給
採用人数　若干名
就業場所　東秩父村立和紙の子児童クラブ
雇用期間　令和元年７月２２日から８月３１日
選考方法　書類選考および面接
受付期間　令和元年６月３日（月）～２８日（金）
　　　　　午前８時３０分～午後５時１５分
　　　　　（土日を除く）必着
提出・問合せ　総務課　☎８２－１２２１

住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度
●本人通知制度とは

住民票の写しや戸籍謄抄本などの不正な取得
による、プライバシーや財産の侵害を防ぐため、
あらかじめ登録を申請された方に対して、本人
の代理人や第三者からの交付請求により住民票
の写し等などを交付した際に、通知をお送りし
てお知らせする制度です。
　埼玉県内の各市区町村で、平成２２年６月１
日から一斉に実施されました。
●登録に必要なもの

印鑑と運転免許証などの本人確認資料
　※手数料はかかりません。
　手続きは、原則としてご本人が来庁され、申
請書を提出していただくことになりますが、詳
しくは住民福祉課までお問合せください。
　なお、同時に「住民票等の不正取得通知制度」
も実施されております。こちらは登録の有無に
関わらず、住民票などが不正に取得されたこと
が明らかになった場合に、ご本人に対して通知
をお送りしてお知らせするものです。
問合せ　住民福祉課　☎８２－１２２６

犯罪被害者支援の総合対応電話の新設
　県、県警、民間支援団体の３者がワンフロアで支援を行ってい
る「彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センター」に、平成３１
年４月から新たに総合対応電話を設置します。犯罪の被害に遭っ
てお困りの方やそのご家族のお話をお聞きし、支援内容により県、
県警、民間支援団体へワンストップで繋ぎ、犯罪による被害の軽
減と早期回復を図ります。
☎０４８－８６２－０００１（わんすとっぷ）

（場所：ラムザタワー３階（ＪＲ武蔵浦和駅西口徒歩３分））
【埼玉県　防犯・交通安全課】
・生活問題に対する情報提供・助言など

【埼玉県警　犯罪被害者支援室】
・専門職員によるカウンセリング
・警察の捜査や裁判の流れ等の説明など

【民間支援団体　（公社）埼玉犯罪被害者援助センター】
・法律相談、カウンセリング
・病院や裁判所などへの付添支援など

甲種防火管理新規講習
　比企広域消防本部では、消防法に定める防火管理者の資格を取得するための講習会を次により開催します。
開催日　６月２６日（水）・２７日（木）の２日間
場　所　比企広域消防本部 講堂（東松山市上野本 1300-1）
費　用　受講費３，６５０円（テキスト代）
資　格　防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にある方
　　　　（管内在住・在勤者優先）

【申込み方法】
　６月１０日（月）～１４日（金）午前８時３０分から午後５時までに受講費を添えて、消防本部予防課または小川
消防署消防課へ申込みください。なお、定員８０名になり次第、締切らせていただきます。

（比企広域消防ホームページ掲載中）
問合せ　比企広域消防本部 予防課　☎２３－２２６８
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　6 月から半年コースの運動教室「楽しく体を動かそう（埼
玉モデル）」が始まります。これは埼玉県が推奨する健康
長寿埼玉モデルのプログラムで、体力測定や歩数測定、筋
肉量・基礎代謝量などの体組成測定を実施し、体力測定等
の結果をもとに家庭でも継続して取り組めるようサポート
していきます。
対　　象　　東秩父村在住・在勤者　 
会　　場　　保健センター　
講　　師　　遠藤　良江　先生
期　　間　　６月～１１月　　　　
費　　用　　無料　（調理実習のみ実費）
定　　員　　昼・夜　各５０名程度
　　　　　　 両方のコースに参加することもできます。
申込み・
　　問合せ　保健センター　☎８２－１５５７

昼のコース　１７回 夜のコース　１２回 美味しく減らしましょう

午後 1時 30 分～ 3時
☆印は体力測定

午後 7時～ 8時 30 分
☆印は体力測定

9月 11 日 （水）
（夜）

午後 6時～ 8時
（調理実習）

☆　6 月 6 日
6 月 20 日
7 月 4 日
7 月 11 日
7 月 18 日
8 月 22 日
8 月 29 日
9 月 12 日
9 月 19 日
9 月 26 日

10 月 3 日
10 月 10 日
10 月 17 日
10 月 24 日
11 月 14 日
11 月 21 日

☆ 11 月 28 日

（木）
（木）
（木）
（木）
（木）
（木）
（木）
（木）
（木）
（木）
（木）
（木）
（木）
（木）
（木）
（木）
（木）

☆　6 月 3 日
6 月 17 日
7 月 1 日
7 月 22 日
8 月 19 日
8 月 26 日
9 月 2 日
9 月 9 日

10 月 7 日
10 月 21 日
11 月 18 日

☆ 11 月 25 日

（月）
（月）
（月）
（月）
（月）
（月）
（月）
（月）
（月）
（月）
（月）
（月）

心身軽やか運動教室楽しく体を動かそう（埼玉モデル）

国民年金保険料免除等の申請について
　保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金を
受けられない場合があります。経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が
免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度（５０歳未満）」があります。

「保険料免除制度」
　所得の減少や失業などで保険料を納めることが困難なときに申請し、認められると保険料の納付が全部または一部
免除されます。申請者本人（被保険者）・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が審査の対象となり、所得に応じて次
のように免除が承認されます。
①全額免除　②４分の３免除　③半額免除　④４分の１免除
※ 一部免除を承認された方は、一部納付保険料を納付する必要があります。納付書は承認通知書を合わせて日本年金

機構から送られてきますので、期限内に納付してください。
「納付猶予」

　５０歳未満の方（学生を除く）は申請により保険料の全額の納付が猶予されます。申請者本人および配偶者それぞ
れの前年所得が審査の対象となります。
申請免除等の承認期間と申請時期について
　免除申請の承認期間は原則７月から翌年６月までです。平成３１年度の免除申請は７月１日から申請可能です。ま
た、申請時点の２年１か月前の月分までさかのぼって申請することができます。
問合せ　秩父年金事務所　　　　　　　☎０４９４－２７－６５６０
　　　　住民福祉課　福祉・年金担当　☎８２－１２２６

児童手当現況届について
　６月分以降の児童手当等（児童手当と特例給付を合わせて児童手当等といいます）を受けるには現況届が必要です。
現況届は、毎年６月１日の状況を把握し、６月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうか確
認するためのものです。提出がない場合には、６月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
＊詳細については受給者宛に現況届用紙等を郵送しますので、必ず６月２８日（金）までに住民福祉課へ提出してく
ださい。現況届用紙等が届かなかった場合は、お問合せください。
問合せ　住民福祉課　児童手当担当　☎８２－１２２６

「SAITAMA出会いサポートセンター」が出会いの機会の提供と結婚までのサポートを行います！（会員募集のお知らせ）
　平成３０年（２０１８年）１０月にオープンした「SAITAMA 出会いサポートセンター」は、現在、登録いただい
ている会員が１，７００人を超え、すでに結婚に向けて６組のカップルが当センターを卒業されています。
　センターでは、会員を随時募集していますので、出会いの機会をお求めの方は、SAITAMA 出会いサポートセンター
ホームページ（https://www.koitama.jp）で詳細をご確認ください。また、ご質問やご相談がある方は、事務局（☎
０４８－７８９－７７２１）までお問い合わせください。
サービスの特徴

・お手元のスマートフォンで会員の中から希望条件でお相手を選び、お見合いの申込みができます。
・ＡＩが会員の中から相性の良い相手を紹介します。
・センターの相談員が個別のお悩みに対応します。
・会員に婚活イベント・セミナーの情報を配信します。
　 入会条件 　

・結婚を希望し、自ら婚活の意思がある２０歳以上の独身男女
・埼玉県内に在住、在勤、または近い将来埼玉県へ移住をお考えの方
・スマートフォンをお持ちの方
　利用登録料　
１５，０００円（税込・２年間有効）
※「東秩父村在住の方は１０，８００円の割引料金適用」
※１０月以降については、消費増税により、利用登録料が変更となる場合がありますので御注意ください。

SAITAMA出会いサポートセンターとは…
　県、市町村、民間企業等がセンターが一体と
なって運営する結婚支援センター。センターで
は、結婚を希望される方の出会いから交際、結
婚までを相談員と結婚支援システムによりサ
ポート。
　設置場所は、浦和（さいたま市浦和区）、本庄
市、坂戸市の３か所。不定期に出張登録・相談
所も開所（大宮、深谷、戸田、桶川、日高、寄居）
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速
し
山
桜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
山
け
さ
子

紫
つ
つ
じ
雲
ち
ぎ
れ
と
ぶ
前
の
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
橋　

き
み

山
藤
の
高
き
に
房
の
重
な
れ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

落
合　

七
郎

池
の
端
水
に
映
り
て
黄
の
菖
蒲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
元
ひ
ろ
子

折
り
紙
に
奴
を
折
り
て
窓
若
葉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

安
田　

久
子

山
藤
の
笠
ほ
こ
の
様
さ
が
り
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西　
　

ツ
ル

郷
愁
の
香
の
庭
に
あ
り
ラ
イ
ラ
ッ
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

荒
川
句
似
啓

空
び
ん
に
鈴
蘭
挿
し
て
語
り
合
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木　

啓
子

帰
り
来
る
玄
関
す
み
れ
盛
り
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

𠮷
田　

愛
子

二
輪
草
杉
山
裾
に
株
の
増
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

河
西
カ
ナ
メ

手
作
り
の
佃
煮
添
へ
て
花
見
膳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
村　

好
子

山
並
み
の
芽
吹
き
の
色
や
朝
茶
飲
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

馬
場　
　

芳

 

み
ど
う
の
杜
俳
句
会

    

白 

石 

短 

歌 

会

昭
和
平
成
令
和
と
生
き
て

時
代
の
流
れ
に
疑
問
も
残
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
邉
美
枝
子

春
が
来
て
あ
な
た
の
好
き
な
忘
れ
な
草

庭
一
面
に
咲
い
て
居
り
ま
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

坂
本　

美
江

老
い
て
ゆ
く
姑
の
目
線
に
と
植
え
に
来
し

木
々
に
花
々
今
に
楽
し
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

白
石　

礼
子

平
成
の
最
後
の
雨
に
清
め
ら
る

榊
手
折
り
て
想
い
込
め
供
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
邉
阿
里
子

子
ら
の
皆
一
人
立
ち
せ
り
雛
飾
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

飯
野
は
つ
志

山
の
畑
蕗
一
面
に
花
か
か
ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
橋　

ツ
子

峠
へ
の
桜
並
木
や
堰
ひ
び
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

梅
沢
き
く
え

藤
の
花
背
後
に
藤
娘
を
踊
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
本　
　

子

街
道
の
桜
つ
い
ば
み
鳥
移
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
口　

真
吾

初
な
り
苺
ひ
よ
ど
り
の
来
て
食
ひ
散
ら
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
宮　
　

勉

我
窓
の
下
の
裏
川
河
鹿
鳴
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
口　

侚
子

青
空
の
桜
巡
り
や
ハ
ミ
ン
グ
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

野
口
利
江
子

日
だ
ま
り
の
畑
白
菜
藁
む
す
ぶ

岡
部
富
美
子

紅
梅
の
切
枝
並
び
直
売
所

千
野
さ
き
子

置
き
去
り
の
鉢
に
水
仙
芽
の
出
づ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

初
雁　

功
子

川
淀
に
波
紋
ひ
ろ
ご
り
鴨
の
飛
ぶ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

土
屋　

厚
子

種
子
用
と
畝
に
札
立
ち
葱
坊
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
田　

美
子

356

 「
豊
か
な
心
と
人
権
感
覚
の
育
成
に
向
け
て
」

　

人
は
皆
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
平
等
で
幸
福
に
生
き
る
権
利
が
あ
る
。

全
て
の
人
が
幸
せ
に
暮
ら
す
た
め
に
、
差
別
や
偏
見
は
絶
対
に
許
さ

れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
小
学
校
に
お
い
て
、
私
た
ち
教
員
は
勉
強
や

運
動
を
教
え
る
だ
け
で
な
く
、
子
ど
も
た
ち
一
人
ひ
と
り
に
豊
か
な

人
権
感
覚
の
基
礎
を
身
に
付
け
さ
せ
る
こ
と
も
重
要
な
責
務
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
私
自
身
、
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
が
い
く
つ
か
あ
る
。

挨
拶
は
、
い
つ
で
も
誰
に
対
し
て
も
、
相
手
の
目
を
見
て
立
ち
止
ま
っ

て
挨
拶
す
る
こ
と
を
心
が
け
て
い
る
。
言
葉
遣
い
で
は
、
相
手
の
気

持
ち
を
考
え
、
ふ
わ
ふ
わ
言
葉
を
励
行
す
る
よ
う
努
め
て
い
る
。
人

の
話
は
、
手
を
止
め
、
話
し
手
に
体
を
向
け
て
、
頷
き
な
が
ら
最
後

ま
で
聴
く
よ
う
に
し
て
い
る
。

子
ど
も
は
、
大
人
の
姿
や
言
動
を
見
て
成
長
し
て
い
く
の
で
、
よ

い
モ
デ
ル
を
示
し
て
い
く
上
で
も
学
校
教
育
の
果
た
す
役
割
は
大
き

い
。
子
ど
も
た
ち
の
豊
か
な
心
の
育
成
に
は
、
学
校
だ
け
で
な
く
、

家
庭
と
地
域
で
連
携
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
る
。

私
自
身
、
小
学
生
の
頃
、
背
が
低
か
っ
た
り
、
眼
鏡
を
か
け
て
い
た

り
し
た
こ
と
か
ら
、
か
ら
か
わ
れ
て
嫌
な
思
い
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。

人
と
違
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
人
の
素

敵
な
個
性
と
い
う
見
方
で
受
け
止
め
、
認
め
合
っ
て
い
け
れ
ば
、
誰

一
人
傷
つ
く
こ
と
な
く
、
み
ん
な
が
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

人
に
優
し
く
す
る
と
巡
り
巡
っ
て
自
分
に
返
っ
て
く
る
。
困
っ
た

と
き
に
は
支
え
合
い
助
け
合
え
る
、
優
し
さ
い
っ
ぱ
い
の
人
間
関
係

が
構
築
で
き
る
よ
う
、
次
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
を
育
て
て
い
き
た

い
。　

東
秩
父
村
立
槻
川
小
学
校　
　

教
頭　

中
島　

悠
介　

10



↓
８
月
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どこかで買う「タバコ」ならタバコは「地元」で買いましょう

６
月
は
村
県
民
税
第
１
期
の
納
期
で
す　

税
金
は
納
期
内
に
納
め
ま
し
ょ
う

産業建設課 82-1222（土木）、82-1223（観光）・教育委員会 82-1230・保健センター 82-1557・包括支援センター 82-1116

２０１９年度税務職員採用試験の概要
　税務署や国税局で「税のスペシャリスト」として
勤務する税務職員（国家公務員）を募集します。
受 験 資 格　１． ２０１９年４月１日において高等

学校または中等教育学校を卒業し
た日の翌日から起算して３年を経
過していない者および２０２０年
３月までに高等学校または中等教
育学校卒業見込みの者

　　　　　　２． 人事院が上記１に掲げる者に準ず
ると認める者

試験の程度　高等学校卒業程度
申込方法等　

【原則】インターネット申込み
○次のアドレスへアクセスし、説明に従い入力
　http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
○受付期間　６月１７日（月）午前９時～
　　　　　　　　　６月２６日（水）[ 受信有効 ]

【インターネット申込みができない場合】郵送また
は持参による申込み
○問合せ　　第１次試験地を所轄する国税局
　　　　　　（国税事務所）
試 験 日　　第１次試験日　９月１日（日）
　　　　　　 第２次試験日　１０月９日（水）～

１８日（金）のいずれか第１次試験合
格通知書で指定する日時

問 合 せ　　○インターネット申込みに関する問合せ
　　　　　　人事院人材局試験課
　　　　　　☎０３－３５８１－５３１１
　　　　　　　　　内線２３３２または２３３３
　　　　　  ○上記以外の問合せ
　　　　　　関東信越国税局人事第二課試験係
　　　　　　☎０４８－６００－３１１１
　　　　　　　　　　　　　　　　内線２０９７

事業主の皆さまへ
労働保険の年度更新手続き並びに一般拠出金の申告・納付について
（令和元年６月３日～７月１０日）

　労働保険（労災保険・雇用保険）の平成３０年
度確定保険料と令和元年度概算保険料および石綿
健康被害救済法の一般拠出金の申告・納付手続き
を行っていただく時期となりました。
　申告書・納付書は５月末に発送する予定です。
同封の記入例（申告書等の記入方法）を参考に作
成のうえ、７月１０日までに提出してください。
　詳しくはコールセンターまたは埼玉労働局労働
保険徴収課にお尋ねください。なお、コールセン
ターの開設時間は５月３１日～７月１２日になり
ます。
問合せ　　コールセンター　
　　　　　☎０１２０－００８－７１５
　　　　　埼玉労働局労働保険徴収課　
　　　　　☎０４８－６００－６２０３

埼玉県立東松山特別支援学校
学校公開日のお知らせ

　本校は、知的障害のある児童生徒が学んでいま
す。多くの皆さまに本校の様子を知っていただき
たく、学校公開を実施しますので、この機会にぜ
ひご来校ください。
※ 参観にあたり事前の申込みは不要ですが、「将来

的に子どもの進学先の候補となる可能性がある
のでこの機会に見学したい」という方は、お電
話にて教頭もしくはコーディネーターまでご連
絡ください。

期　日　　６月２５日（火）
日　程　　午前９時４０分～１０時１０分
　　　　　　学校概要説明
　　　　　午前１０時１０分～正午
　　　　　　授業公開
問合せ　　東松山特別支援学校　
　　　　　☎２４－２６１１

国営武蔵丘陵森林公園からのお知らせ
シダ・苔・きのこ展

梅雨の時期にあわせて、普段はわき役になりがち
なシダ・苔・きのこにスポットをあてた展示「シダ・
苔・きのこ展」を開催します。雨の季節にはみず
みずしく輝くシダ・苔・きのこが主役となった姿を、
ぜひお楽しみください。
日　程　　６月２９日（土）～８月２５日（日）
時　間　　午前９時３０分～午後５時
会　場　　国営武蔵丘陵森林公園　
　　　　　都市緑化植物園
　　　　　（中央口より徒歩約１５分）
入場料　　大人（高校生以上）　　　　　４５０円
　　　　　シルバー（６５歳以上）　　　２１０円
　　　　　中学生以下　　　　　　　　  無　　料
※駐車料金は別途かかります。
問合せ　　国営武蔵丘陵森林公園　
　　　　　管理センター　☎５７－２１１１

～比企の企業を知らないなんてもったいない～
「比企に恋！来い！元気アップ↗若者就職面接会＆企業説明会」
　比企地域内の企業による、高校生を始めとする若
者向けの面接会＆企業説明会を開催します。
対　象　　 比企地域で就労を希望する高校生から

３５歳未満の方
日　時　　６月２５日（火）
　　　　　【受付】１２時３０分～午後５時３０分
　　　　　【面接会・説明会】
　　　　　Ⅰ部　面接会のみ
　　　　　　 午後１時～２時３０分（３５歳未満の

一般求職者および大学生、専門学生等）
　　　　　Ⅱ部　説明会のみ
　　　　　　 午後２時３０分～４時３０分（高校生

のみ）
　　　　　Ⅲ部　面接会・説明会
　　　　　　 午後４時３０分～６時（高校生から

３５歳未満の方）
場　所　　ウェスタ川越　１Ｆ多目的ホール
参加企業数　約２５社
主　催　　 比企地域元気アップ実行委員会・ハロー

ワーク東松山
その他　　ビジネスマナー講座（随時開催）
　　　　　１２時３０分～午後４時
問合せ　　比企地域元気アップ実行委員会
　　　　　☎６２－２１５２
　　　　　ハローワーク東松山　
　　　　　☎２２－０２４０
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おしらせ  農地を農地以外に使用する場合には許可が必要です

納
税
は
便
利
で
安
全
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

記事の問合せは、総務課 82-1221・企画財政課 82-1254・税務課 82-1224・住民福祉課 82-1226・保健衛生課 82-1777

５月１日～６月３０日は「不正大麻・けし撲滅運動」期間です
　大麻の使用は有害で、不正栽培・所持は犯罪で
す。「けし」には法律で栽培が禁止されている種類
があります。特に大麻は「海外では合法化されて
いるから害がない」などといった誤った情報が流
布され、若年層への乱用の拡大が懸念されていま
す。正しい情報を知り、自分の身を守りましょう。
大麻や栽培してはいけない「けし」を発見したら、
最寄りの県保健所までご連絡ください。
問合せ　埼玉県東松山保健所　
　　　　生活衛生・薬事担当　☎２２－０２８０

蚊を介する感染症の予防対策
～感染症流行地域へ渡航する場合には万全な対策を～
　これから蚊が発生する季節を迎えます。
　ウイルスなどの病原体に感染した人や動物の血
を吸った蚊に刺されることで、さまざまな感染症
にかかる恐れがあります。
　蚊が媒介する感染症にかからないためには、住
民一人一人が、感染症の流行地域で蚊に刺されな
い、住まいの周囲に蚊を増やさない対策をするこ
とが重要です。
○ 感染症流行地域では、蚊に刺されないようにし

ましょう。
・ 海外へ渡航する際には、渡航前に現地での流行

状況を把握しましょう。もし蚊を媒介とする感
染症の流行地域へ渡航される場合には、蚊に刺
されないように万全な対策をしましょう。

・ 屋外の蚊が多くいる場所で活動する場合は、で
きるだけ肌を露出せず、虫よけ剤を使用するな
ど、蚊に刺されない対策をしましょう。

○ 住まいの周囲に、蚊を増やさないようにしまし
ょう。

・ 蚊は、植木鉢の受け皿や屋外に放置された空き
缶に溜まった雨水など、小さな水たまりで発生
するので、日頃から住まいの周囲の水たまりを
無くすように心がけましょう。

※ 蚊の活動はおおむね１０月下旬頃で終息します。
これらの対策は１０月下旬頃までを目安に行い
ましょう。

問合せ
■　蚊媒介の感染症に関すること
　担当：保健医療部保健医療政策課
　　　　感染症・新型インフルエンザ対策担当
　　　　☎０４８－８３０－３５５７
■　蚊の防除に関すること
　担当：保健医療部生活衛生課
　　　　環境衛生・ビル監視担当
　　　　☎０４８－８３０－３６０６

埼玉県後期高齢者医療健康長寿歯科検診
　埼玉県後期高齢者医療広域連合では、前年度中
に７５歳になられた被保険者を対象として、健康
長寿歯科健診を実施します。お口の健康は、全身
の健康につながります。疾病の予防や健康増進の
ため、ぜひ受診してください。
対象者　　 昭和１８年４月２日から昭和１９年４

月１日までに生まれた方で、後期高齢
者医療被保険者証をお持ちの方

実施期間　令和元年７月１日～
　　　　　　　　　　　令和２年１月３１日
その他　　 申込手続等の詳細は、６月下旬に対象

者へ送付する受診案内をご覧ください。
問合せ　　埼玉県後期高齢者医療広域連合給付課
　　　　　☎０４８－８３３－３１３０

求人企業合同面接会
～県内企業多数参加予定です

採用担当者と直接話してみましょう～
日　時　　６月１２日（水）午後１時～４時

（受付：正午～午後３時３０分）
場　所　　大宮ソニックシティビル
対　象　　 令和２年３月大学・短大・専門学校卒

業見込みの方、３年以内の既卒の方
その他　　予約不要、入退場自由、
　　　　　求人企業情報を来場者全員に配布
　　　　　履歴書を複数枚お持ちください
　　　　　（当日コピーもできます）
　　　　　 参加企業名は当協議会ウェブサイトに

掲載
問合せ　　埼玉県雇用対策協議会
　　　　　☎０４８－６４７－４１８５

【埼玉県雇用対策協議会ウェブサイト】
http://www.kotaikyou-saitama.ne.jp/

農薬は適正に使用しましょう
農薬を使用する際は、ラベルや袋に表示された

使用方法や注意事項を厳守し、他の作物への飛散
に十分注意してください。
　散布量は最低限にし、できるだけ、せん定や補
殺など、農薬以外の防除方法を検討しましょう。
　やむを得ず農薬を散布するときは、事前に周辺
住民や施設利用者等に周知するとともに風向きな
どに十分注意し、事故防止に努めてください。
　また、誤飲などの事故を防止するため、小分け
は絶対に行わず、かぎをかけて安全に保管管理し
てください。使用するときは、飲食物の容器（ペ
ットボトル等）を容器として用いないでください。
　農薬を廃棄するときは、専門業者に処理を委託
するなど、各自責任を持って処分してください。
　農薬は本来の目的以外で使用しないでください。

農業委員会　☎８２－１２２３

自衛隊からのお知らせ
【６・７月自衛官候補生採用男女試験】

年　齢　１８歳以上～３３歳未満の者（採用予定月の１日現在）
①６月試験日
試験日　６月１４日（金）または１５日（土）のいずれか１日
締切日　６月７日（金）
②７月試験日
試験日　７月１５日（月）または１６日（火）のいずれか１日
締切日　７月８日（金）
※自衛官候補生の受付は、年間をと通じて行っています。
入隊予定時期　陸・空　８月末　　海　９月末
問合せ　自衛隊埼玉地方協力本部熊谷地域事務所
　　　　☎０４８－５２２－４８５５
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和紙の里コーナー

問合せ　和紙の里☎８２－１４６８

〇心配ごと相談・行政相談　合同相談所
日　時　　６月１７日（月）
　　　　　午後１時～３時
場　所　　役場１階中会議室
内　容　　日ごろのご近所トラブル
　　　　　身近な心配ごと　等
　　　　　どんなことでもお聞きします
問合せ　　社会福祉協議会　☎８２－１２３８
   　　　 　総務課　　　　☎８２－１２２１

６月の相談窓口

月　　　日 曜日等 医療機関名 診療科目 所在地 電　　　話
な　　し

６月の休日当番医

＊版画フォーラム２０１９
和紙の里ひがしちちぶ展開催‼

日　時　６月２２日（土）～
　　　　　　　　　２９日（土）
　　　　午前９時～午後４時

　様々な国、様々な人々の織りなす
版画の世界を堪能してみませんか？
　今年も魅力・迫力ある作品が多く
出展されていますので、お楽しみく
ださい！！

問合せ　版画フォーラム実行委員会
　　　　事務局
　　　　☎ 090-8940-0808

３月人権相談所

３月 移住体験施設MuLife　申込開始

５水 移住体験施設MuLife　内覧会

９日 移住体験施設MuLife　内覧会

13 木 わしのカフェ

24月 移住体験施設MuLife　利用開始

（６月）

〇相談員による消費者相談
日　時　　毎週金曜日
　　　　　午前１０時～午後３時３０分
場　所　　産業建設課
内　容　　 クーリングオフ等のお買い物トラブ

ルや「これって詐欺じゃない？」と
いった疑問に応じます

問合せ　　産業建設課　☎８２－１２２３

行政からのお知らせ
　第１回行政区長会議が 5 月１０日（金）に開催され、

〇会　長　　髙野　峯行　氏（在家一区）
〇副会長　　坂本　　年　氏（白石　区）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　２名が決定されました。１年間、よろしくお願いいたします。

※�近年、日曜日の診療を行っている医院等が多くなってきたため、４月より休日当番医は祝日および祝日の振替日の
みの紹介となりました。日曜日に診察を行っている医院等については東秩父村ホームページをご参照ください。
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ちいきおこしきょうりょくたいつうしん
東秩父村を全力応援！！

～これからよろしくお願いいたします！！！～

＜よい歯のコンクールとヘル歯ー教室が行われました＞
　５月１６日（木）、子育て支援センターで「よい歯のコンクール」と「ヘル歯ー教室」が開催されました。 
　「３歳児よい歯のコンクール」は、平成３０年度３歳児健診で虫歯のなかったお子さんとその親が対象です。
今年度は、対象の７組のうち５組の親子を審査の結果、眞下大
壱くん・志織さん親子（皆谷）が代表に選ばれました。

ヘル歯ー教室では、歯科医師の高野 実先生から講話「志村
則夫（しむらのりお）博士に学ぶ」をお話ししていただきまし
た。その後、虫歯のなかった子どもたちの表彰式、歯科衛生士
さんによるエプロンシアター「ドラえもんとのび太くん」と歯
磨き指導が実施され、小さな子どもたちも含め、参加者みんな
で歯について楽しく学びました。

よく噛むことは健康づくりの第一歩です。保健センターで
は、年３回の乳幼児相談の日に歯科衛生士による歯科相談を行
っています。対象は乳幼児に限りませんので、成人の方もぜひ
ご利用ください。

なお、眞下さん親子は、６月２日（日）に小川町総合福祉
センター「パトリアおがわ」で開催される比企郡市歯科医師会
主催「第２４回歯の健康まつり」（下記参照）の「親と子のよ
い歯のコンクール」部門に参加します。

＜第２４回　歯の健康まつり＞
比企郡市歯科医師会主催で、小川町総合福祉センター「パトリアおがわ」にて「第２４回歯の健康まつり」

が６月２日（日）午前１０時から開催されます。
当日は、歯の検診、歯磨き指導、フッ素塗布、お年寄りや体の不自由な方のお口の健康相談のほか、エプロ

ン人形劇、空飛ぶ風船、むし歯菌の顕微鏡検査、スーパーボウルなど数々のイベントも催されます。また、「８０２０
よい歯のコンクール」「親と子のよい歯のコンクール」「むし歯予防のポスターコンクール」が開催されます。み
なさんぜひお越しください。

※時間は全日午前１０時～１１時３０分です。
※子育て支援センターの利用時間は午前９時～午後４時です。

期　　　日 事　業　名 場　　　所 内　　　容
　５日（水） のびのび広場

子育て支援
センター

制作あそび（手作りおもちゃ）
１２日（水） あそびの教室 おはなし会
２０日（木） のびのび広場 乳幼児歯科相談

　子育て支援センターは就学前のお子さんと保護者の方が気軽に参加できるサロンで
す。
　１歳未満のお子さんも大歓迎です！

子育て支援センターだより（６月）

問合せ　子育て支援センター　☎８２－０６０１

改めまして・・・はじめまして、こんにちは！東秩父村で地
域おこし協力隊を務めております、吉田と高野です。

早いもので協力隊となって２か月が過ぎようとしています。
５月ゴールデンウイークに初仕事ともいえる「和紙マルシェ」

を開催し、ハーバリウムや和紙だるま作りのワークショップの
他、道の駅に訪れた村内外多くの方と新年号 “ 令和 ” の文字を
みんなで作り上げました（写真）。完成品を和紙の里に展示し
ていますので、ぜひご覧ください。

まだまだ学ぶことが多く、皆さんに色々教えていただかなけ
ればならないことだらけだと思います。その際は、どうか温か
い村民愛でご教示願います（＾ _ ＾）

そして、これから郷土に根付く商品の開発など東秩父村を盛
り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします！
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東秩父村移住体験住宅

 MuLife
～ムライフ～自然豊かな村で田舎暮らし

　かねてより建設中だった移住体験施設「MuLife」（ムライフ）
が完成し、６月より運用開始します。この施設は、東秩父村に移住・定住を考えている方、または興
味のある方が村内での生活の体験、日常の暮らしを直接体験できるものです。
　築 80 年を超える古民家をリノベーションし、村の木材や和紙を使用したゆったりとくつろげる空
間となっています。

施設概要
所 在 地・・・埼玉県秩父郡東秩父村大字奥沢 234 番地１
建 築 年・・・�昭和 11 年（築約 80 年）建築家屋を平成 30 年

度にリノベーション工事実施
構 　 造・・・木造 2 階建て
間 取 り・・・１LDK

整備概要
整備年度・・・平成 30 年度
整備経費・・・27,993 千円

（うち 15,000 千円埼玉県ふるさと創造資金）
建築面積・・・87.77㎡
延床面積・・・127.52㎡
そ の 他・・・東秩父村産木材・手漉き和紙を一部使用

利用期間 ���1 泊 2 日～ 14 泊 15 日まで

対 象 者
（一般利用）�村外に住所を有する者で、村

に移住を希望する者または村
での生活体験を希望する者

（特別利用）�村が主催・共催する事業の参
加者及び移住体験施設の利用
希望をする団体

（申込方法）�お電話またはホームページよ
りお申込みが可能です

移住体験施設「ＭｕＬｉｆｅ」の内覧会を開催します
　令和元年６月３日より申込を開始する移住体験施設「ＭｕＬｉｆｅ」について、内覧会を
下記のとおり実施します。
　築８０年を超える古民家のリフォーム状況などをぜひご覧ください。
日　時：令和元年６月５日（水）午前１０時～午後３時
　　　　　　　　６月９日（日）午前１０時～午後３時
場　所：東秩父村大字奥沢２３４番地１
駐車場：�施設に駐車場も併設しておりますが、台数に限りもあるため、お越しの際は役場駐

車場をご利用ください。
その他：事前の予約・費用等は不要ですのでお気軽にお越しください。
問合せ：企画財政課　☎８２－１２５４

16


